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令和８年５月 19 日付けで家畜伝染病予防法が改正され、豚熱が発生した

際に、選択的殺処分が可能になりました。 

そこで、豚熱発生時の防疫措置等について生産者及び畜産関係団体向け

の北陸ブロック説明会が開催されます。 

参加を希望する方は、下記のとおり佐久家畜保健衛生所にお申込みくだ

さい。（インターネット環境がない場合は家保にご相談ください。） 

 

        FAX またはメールでお願いします。 
 

��������FAX の場合 (FAX:0267-6３-3002) 
① 参加者氏名 ② 所属 ③ 電話番号 ④ メールアドレス 

    

 

��������メールの場合：sakukachiku@pref.nagano.lg.jp 
 件名は、「豚熱発生時の防疫措置等に係る北陸ブロック説明会」とし、 

本文に①参加者氏名 ②所属 ③電話番号 ④メールアドレスを記載、 

上記アドレスまでメールしてください	
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        令和８年６月１日（月）16 時 30 分まで 
 

 

 

佐久家畜保健衛生所 
〒385-0035 佐久市瀬戸中庭 1111-179 

TEL：0267-62-4123 FAX：0267-63-3002 

東信家畜畜産物衛生指導協会 

家畜衛生広報 
佐 久 2026_No.２ 

開催日時：令和８年６月 15 日（月）10:00～11:30 

開催形式：オンライン（Cisco Webex）※ 

主   催 ：農林水産省      ※インターネット環境が必要です 

申込方法   

申込期限


